
平成２６年度第１回笠間市行政改革推進委員会 会議録 

 

１．日 時  平成２６年１０月９日（木） 午後１時３０分から３時３４分まで 

２．場 所  笠間市役所本所２階 大会議室 

３．出席者  委員１０名 

       飯田 正憲，千葉 実，林 孝，昼岡 紀世，水田 幸子，水上 浩， 

       川井 英明，大関 久子，山田 眞弓，吉田 勉 

       事務局６名 

       橋本市長公室長，（行政経営課）清水課長，山田課長補佐，鈴木主査 

井坂係長，橋本主幹 

４．傍聴者  なし 

５．内 容  新委員委嘱（欠員補充） 

       第二次笠間市行財政改革大綱実施計画の平成２５年度実績について 

 

○事務局 

ご多用の中お集まりいただきまして，誠にありがとうございます。定刻となりましたの

で，只今から平成２６年度第１回笠間市行政改革推進委員会を開催させていただきます。 

 本日の会議につきましては，音声認識のソフトウェアを使用しての議事録作成を行いま

すので，お手数をおかけして申し訳ありませんが，発言をされる際には，お手元のマイク

のスイッチを入れてからのご発言をお願いいたします。 

本日の会議につきましては，笠間市情報公開条例第２２条の規定によりまして公開にて

開催しております。次に皆様のお手元に本日の出席者名簿を配付させていただいておりま

す。名簿に記載のとおり，本日は全員の出席によりまして開催されております。 

それでは，委嘱状交付に移りたいと思います。 

 

（委嘱状交付） 

 

続きまして，山口市長より，ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 

 （市長あいさつ） 

 

ありがとうございました。続きまして，新しく委員となられました水上委員，吉田委員

にそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。 

 

 （新委員自己紹介） 

 



○事務局 

山口市長につきましては，所用がございますので，ここで退席をさせていただきます。 

 

次に，現在会長が不在となっております。行政改革推進委員会設置条例において，委員

会に会長，副会長を置いて，委員の互選によって，これを定めるということになっており

ます。互選の方法につきまして，どなたかご発言をいただきたいと思います。 

 

○委員 

 事務局で案があれば。 

 

○事務局 

ただいま事務局での案ということでございました。皆様いかがでしょうか。 

 

○委員 

 異議なし 

 

○事務局 

それでは，事務局の案といたしまして，会長を吉田委員，副会長につきましては，引き

続き林委員にお願いしたいと思います。 

恐れ入りますが，吉田委員，林委員におかれましては，会長，副会長席にご移動の方お

願いしたいと思います。 

それでは会長就任にあたりまして，吉田会長からごあいさつをお願いしたいと思います。 

 

 （会長あいさつ） 

 

○会長 

それでは，審議事項に入らせていただきます。第二次笠間市行財政改革大綱実施計画の

平成２５年度実績について事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

お疲れさまでございます。行政経営課の清水でございます。それでは，私の方から笠間

市行財政改革大綱実施計画の平成２５年度実績について，資料 NO．１と資料 NO．２の資

料を使ってご説明させていただきます。全体的には，資料 NO．１に沿ってご説明申し上げ

ます。 

１番目の項目の実施計画策定の趣旨でございますが，笠間市は，平成２３年度から２８

年度の６年間を計画期間とした「第二次笠間市行財政改革大綱」を策定し，それに基づい



て改革の取り組みを行っております。「実施計画」は「第二次笠間市行財政改革大綱」に

基づく実施すべき改革項目について，具体的な改革の内容及びスケジュールを明らかにす

るために策定するものです。 

その進行管理台帳をもってご報告させていただきます。全部で７５項目ございまして，

今回新規のものが１件，工程表の変更が１２件ございました。 

２番目の項目，第二次笠間市行財政改革大綱の改革の方針でございますが，下の四角の

枠の中に示されておりますとおり「市役所の変革」，「市民協働・公民連携の推進」，

「財政基盤の確立」の三つの方針を設定し，具体的な取り組みを進めております。 

３番目の項目といたしまして，実施計画の実施項目についてでありますが，方針ごとに

整理してございますので，読み上げながら説明したいと思います。 

資料ＮＯ．２の方のページも読み上げますので，脇に置いて一緒に開きながら，ご覧い

ただければと思います。 

まず一つ目の方針「市役所の変革」でございますが，四角の中の項目の抜粋にてご説明

申し上げます。 

まず(１)番といたしまして「民間の優れた経営手法の導入」でございますが，1行目の 

項目，市民実感度調査でございますが，資料２の１ページをご覧いただきたいと思います。 

市民実感度調査の実施ということで，４９の施策につきまして市民実感度調査を実施し

たところでございます。調査結果につきましては，広報かさま５月号及び市のホームペー

ジにて公表をしてございます。また，施策の進行管理の指標としても活用しております。 

次に，丸の５つ目でございますが，資料２は８ページをご覧いただきたいと思います。

実施項目は，消費生活センター運営の外部委託の検討ということでございます。検討を進

めてきた結果，２５年度より相談業務の民間委託を実施しております。ここで資料の修正

をお願いいたします。具体的な取組の結果の部の平成２５年度の欄にあるカッコ書きで週

３日から週５日へ拡充という部分は，誤記でございますので削除をお願いします。下段の

効果額の表でございますが，平成２５年度の欄をご覧いただきたいと思います。投入コス

ト１０，４５７千円は委託料でございます。支出減は，平成２４年度と比べて，非常勤職

員２名分の人件費の減でございます。そのままの計算ですと，差し引きで７，５３８千円

の持ち出しになってしまいます。コストが掛かったということになりますが，実際には，

業務委託により職員１名が減になっておりますので，その部分を７，５００千円の括弧書

きで表現しております。人件費を考慮するとトータルコストは掛からないことになります。

表の右側の欄，最終削減等効果額としては，１５，２８７千円の投入コストに対し，支出

額で２，９１９千円の減，トータルコストとして１２，３６８千円ですが，先程申し上げ

たように，平成２３年度にも職員を 1 名減しておりますので，人件費分を考慮すると２，

６３２千円の効果が出ております。 

 次に右のページ，９ページをご覧いただきたいと思います。放課後児童クラブ運営業務

の民間委託でございますが，全部で１４クラブあるわけですが，全ての施設で引続き民間



委託を実施してございます。 

次に１０ページをお開きいただきたいと思います。小中学校給食調理業務の民間委託で

ございますが，平成２４年度の笠間・岩間の両給食センターの調理業務の民間委託により， 

１２，３９０千円のコスト削減ができております。 

また，友部小学校，北川根小学校，友部中学校の調理業務を入札による一括契約としま

した。こちらの効果額は，平成２６年度の実績として現れてきます。 

次に１２ページをお願いします。新規項目のふるさと寄付金（納税）制度における業務

の外部委託でございますが，可能かどうかの検討を行いまして，今年度から申込受付，特

典開発，特典及び寄附証明書の発送まで，外部委託により業務の一括代行を実施しており

ます。 

次に資料１の方に戻っていただきまして，（２）番といたしまして，効率的な行政運営

の項目でございます。 

丸の１つ目ですが，１４ページをお願いいたします。施策評価の実施でございますが，

２４年度に１０の施策で試行的に実施しましたが，２５年度は４９施策すべてで施策評価

を実施しております。また，評価結果を３ヵ年実施計画に反映させ，予算編成にも活用し

たところでございます。 

次に，１６ページをご覧いただきたいと思います。実施項目，生活道路の評価基準の作

成でございますが，生活道路の整備について，公平かつ透明性を確保するため評価基準に

基づく運用を試行的に実施しております。 

次に，右側の１７ページをご覧いただきたいと思います。小中学校の適正配置の項目で

ございますが，統合に向けて「笠間市立小中学校統合準備員会」を設置し，委員会及び専

門部会を開催しております。 

資料１の方のページを返していただきまして，（３）市民ニーズに対応できる人材の育

成でございますが，資料２の方は１９ページから２４ページに掛けてご覧いただきたいと

思います。 

まず２１ページですが，職員の意識改革と資質向上を目的に，基本研修，特別研修，派

遣研修を実施しております。また，２２ページは民間への派遣研修，２３ページでは人事

の評価者研修会の開催，２４ページでは職員提案を実施しております。特に，職員の職務

遂行能力の向上及び勤高揚を目的に実施している職員提案については，目標としている提

案数に達したことで，職員の意欲が向上したことが見受けられました。 

次に（４）組織の活性化の項目でございます。資料２の方は，２５ページをお開きいた

だきたいと思います。 

 業務量算定による組織の見直しの項目でございますが，事務事業評価で算定された業務

量の集計データを人員配置や組織見直しに活用しております。 

 なお，中段の工程表の部分に職員数と削減数を追加し，下段に効果額の表を追加して，

職員削減による効果を見える形で表現してございます。 



次に２８ページをご覧いただきたいと思います。専門職の確保の項目でございますが，

職員の内部育成では取得しにくい高度な専門的知識を有するものを採用してございます。 

全体としての講評でございますが，外部委託や事務事業の見直し及び組織の見直しにつ

いては継続的に行う必要があり，また，多様化する市民ニーズに対応するため，高度な専

門的知識を有する人材の任用に努め組織の活性化を図っていく必要があると，認識をして

いるところでございます。 

続いて，資料１の２ページ，中段の２つ目の方針でございます，市民協働・公民連携の

推進についてご説明申し上げます。 

まず，枠の中の（１）市民協働公民連携の推進でございますが，１番上の丸のところで

ございますが，資料２の方は３０ページをご覧いただきたいと思います。 

自主防災組織の結成促進の項目でございますが，２５年度は１１団体で地区説明会を開

催し，新規の結成が２４団体，全体の自主防災組織数は１２４団体になり，５０．８３％

の組織率になっております。 

次に３１ページでございますが，ヘルスリーダーの活動促進の項目でございまして，健

康づくり計画に基づきまして，健康増進事業や食育推進運動等を推進しております。延べ

参加者は，５，４６３人でございました。 

次に３３ページをお開きいただきたいと思います。民間救急ボランティアの養成の項目

でございますが，質の高い応急手当の普及を図り，市民の救命率の向上に繋げるため，民

間救急ボランティアを養成いたしました。新たに１６名の方が登録をしております。 

次，３４ページをお願いいたします。地域ポイント制度の導入の項目でございます。こ

れまで，社会実験に取り組んできまして，２５年度から本格的に導入をしております。登

録者数は，６００名程増えまして，年度末で２，０９１人でございました。 

（２）ですが，多様化する市民ニーズへの対応という項目で，３８ページをご覧いただ

きたいと思います。笠間市情報コーナーの設置でございますが，笠間のＰＲとイメージア

ップを図るため，市内各所（各駅，コンビニ，ガソリンスタンド，スーパー等）に笠間市

情報コーナーを設置しております。２５年度は，２００部程増えて，１，５３１部を配布

してございます。 

講評でございますが，引き続き市民自らが自主性・主体性をもって地域の課題を地域自

ら解決していくことのできる環境づくりや，引続き市民の視点に立った市民サービスの向

上，利便性の向上，市民ニーズの市政反映等に努める必要があると考えているところでご

ざいます。 

続きまして，資料１の方の３ページをご覧いただきたいと思います。３つ目の方針，財

政基盤の確立でございます。囲みの中の（１）の財源の確保でございますが，資料２の方

の４３ページをお開き願います。企業誘致及び市内企業の規模拡張の項目でございますが，

雇用の場の提供と自主財源の確保を図るため，企業誘致及び市内企業の規模拡張を推進し

ております。平成２５年度の新規企業誘致が４社ございました。平成２３年度以降の累計



では，１２社でございまして，平成２５年度は約３４，５７０千円の収入増になってござ

います。 

次に４５ページをご覧いただきたいと思います。未調査家屋及び償却資産未申告事業所

の把握の項目でございますが，その把握に努めたということでございます。未調査家屋の

調査が９０棟，償却資産申告の事業所把握は周知等により新規５１件，合わせた税額で１

７，７７６千円の課税登録をしてございます。 

次に４６ページをご覧いただきたいと思います。市税徴収率の向上の項目でございます

が，中段の工程表を見ていただきますと，現年度分で９７．４％ということで，０．４％

上昇しております。また，滞納分についても２１．０％で３．８％上昇しております。４

７ページをご覧いただきたいのですが，収入の方も現年度で１７２，４２６千円，滞納分

で２３，６６２千円の増になっております。 

また，効果額だけでは分かりづらいというご指摘も受けておりましたので，別表として

実際の徴収額と収入未済額の表を追加させていただきました。 

ページを返していただいて，４８ページの介護保険料徴収率の向上，またそれ以降のペ

ージについても徴収率の向上の項目では，同じ様に整理をさせていただきました。 

次に，少し飛びまして７０ページをご覧いただきたいと思います。未利用地の計画的な

処分の項目で，未利用の普通財産を４件処分して，１２，８７０千円の収入となっており

ます。 

次に，（２）歳出の適正化の項目でございますが，資料２の方で７３ページをご覧いた

だきたいと思います。給食助成事業の見直しの中で，市内小中学校の米飯給食を笠間給食

センターで一括炊飯を実施し，トータルコストで９，１２７千円の減となっております。 

次に７７ページをご覧いただきたいと思います。市立病院の経営健全化の項目でござい

ますが，平成２８年度に繰入率を２２．４％にすることが目標でございます。平成２５年

度は，数値目標２７．１％に対して２４．４％と順調に推移しております。 

次，８１ページをお願いしたいと思います。補助金の見直しの項目でございますが，２

５年度の補助金の見直しの中で，１７件が廃止となり，減額となったものは３３件でござ

います。効果額としては，１４，７６８，０００円の支出減となっております。 

次，８２ページをご覧いただきたいと思います。負担金の見直しの項目でございますが，

廃止が９件，減額が２０件で，合わせて１，１３０千円の支出減になっております。 

次に（３）番の保有資産の有効活用の項目でございますが，資料２では８５ページにな

ります。アセットマネジメント（公共施設の維持管理）の項目でございますが，平成２３，

２４年度に点検を実施した７２橋について，橋梁長寿化修繕計画を策定しました。今後は，

計画に基づいて修繕を順次行っていくことになります。 

資料１の３ページをご覧いただきたいと思います。下段の表でございますが，経費削減

等効果額でございます。資料２の進行管理台帳の中で，効果額の欄が下にあったものがご

ざいますが，それらの金額を単純に集計したものでございます。投入コストを踏まえて，



収入が増えたもの，支出を減らしたものの合計が４２９，１５９千円の効果額という結果

でございました。 

以上で説明を終わらせていていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

最後の表ですが，効果額ということで４億２，９００万円ですか。例えば，消費生活セ

ンターで１人職員が減ったというのは，この６，０００万円の減額の方に入っているので

しょうか。 

 

○事務局 

そのとおりでございます。 

 

○会長 

分かりました。ありがとうございました。資料の確認だけさせていただきましたが，皆

さんの中から今のご説明に関して，ご質問，あるいはご意見等がありましたら，積極的に

お願いしたいと思います。 

 

○委員 

教えていただきたいのですが，市民実感度調査というのは，例えていえば，どんなこと

を聞いて，どんなふうに，反映するのでしょうか。 

 

○事務局 

例えば，健康に関する施策のアンケートのとり方としましては，「あなたは，１週間で

２日以上運動していますか」など，そういった聞き方で実感度をまとめてございます。 

 

○委員 

分かりました。昔は，満足度調査というのはよく聞きました。実感度と書いてあるので，

そこを教えてください。 

 

○事務局 

言葉の定義で広まっているのは，市民満足度というのが一般的だと思います。笠間市で

は企画政策課が，統計を行っております。そちらで使っているのは，市民実感度というこ

とで，施策に満足しているということではなく，行政が市民サービスを提供していること

で，市民の皆さんが，そのサービスをどの程度実感しているかを拾うものとしています。 

 

○事務局 



総合計画前期基本計画の中では，目標値というものは設けてなかったのですが，後期基

本計画を策定する中で，以前は満足度調査を行いました。 

ところが満足度では，本当に満足なのかどうかということが，表としてあらわれない。

普通という表現と満足，やや満足とか，それではちょっと狙いが違うだろうというような

ことで，いろいろな施策に対して，満足じゃなく，実感していますか，というような表現

にして，満足度調査から実感度調査というような形の中で，現在は目標値を設定して事業

を推進しております。 

 

○会長 

設問で工夫されているのでしょうか。満足度じゃなくて，実感度ということで。 

 

○事務局 

総合計画を持ってくるので，それからお答えします。 

 

○会長 

その他何かありましたら，お願いします。 

今までのことでわからないことがあるので，確認したいのですが，昨年この委員会があ

って，いろいろなご指摘等いただいたと思うのですが，それに関して今回の２５年度に反

映や，何かご意見等を吸収して，改善した具体的なものがありましたら，ご報告いただけ

ればと思います。 

 

○事務局 

事例というわけではないのですが，昨年，前会長からご指摘を受けて，進行管理台帳上

で遅れているという表現になっているもの，こういったものをどのように計画を再編成し

ていくのか，それについては，委員会後に各担当課に遅れていることに対して，対策を指

示しまして，事業計画を練り直しました。そういったものを，各委員にお配りした経緯は

ございます。 

遅れている部分については，原課の職員に対して，委員会の委員からお叱りではないの

ですが，そういった話があった旨伝えて，練り直してきた経緯はあります。 

 

○会長 

なぜ，そのようなことを聞いたかと言いますと，私もいくつかの自治体にかかわってい

るのですが，これは前提の話なので細かいことはまた議論していただくとして，通常この

時期だと，現時点で何をやっているのかというのをお示しするレベルではないかと思うの

です。２５年度に行ったことを皆さんに報告していただいて，議論いただいているのは，

２５年度はこういうことでしたという報告で，２６年度にどんなことをやっています，あ



るいは今年度はこういうことをやりますというのを，年度も後半になってしまったので，

皆さんからご意見いただければですが，来年はですね，２７年度になったときは，２６年

度の結果を踏まえて，この中でご意見をいただいたことに基づいて，２７年度はこんなこ

とをやっていますというのを，２７年度の今くらいの時期に，報告いただいた方がよりい

いと思います。ここは推進委員会なので，評価委員会ではないので，そんなふうにした方

が仕組みとしていいのかなと。一般的にいうと，昨年までやったものをまず前半で評価し

ていただいて，それでご意見をいただいて，本年度はこうしますという時期に来ているの

かと思います。事務局で検討いただければと思います。 

 

○委員 

関連して，付け加えたいのですけれど，個表を見ていくと，問題点みたいなのが，その

年度において指摘されているのがある。どういうふうにするかみたいなことが意外と書き

込まれてなかったりして，書類として，ある意味では完結していないところがあって，で

あれば，会長がおっしゃったように当年度でどういうふうにやっているか。そうすると，

一つの書類として，まとまると思います。 

 

○事務局 

その部分は検討させていただいて，来年度はそういうふうな形で取り組んでいければと

思います。２５年度にどういうものに取り組んできたかというのをホームページとかで広

報する部分がありましたので，どうしてもそちらの方に重きを置いた会議になっていたの

だと思います。会長のご指摘のとおり，これからやっていくことが見えてこない部分があ

るので，その部分を来年度は工夫していきたいと考えてございます。 

 

○会長 

その他に何かありますでしょうか。 

 

○事務局 

先ほどの実感度の件について，ご説明させていただきます。このような後期基本計画と

いうものを策定いたしました。前期基本計画の中では，そういう実感度の目標値というも

のはなかったわけですね。目標値がない中で，総合計画を進めるのは難しいだろうという

ことで，先ほどありましたように，実感度がいいのか，それとも満足度がいいのかという

ことで，今回の目標値は全部実感度となりました。 

施策が４９施策ございます。土地利用でいうと，市の特性を生かした土地利用ができて

いると感じている市民の割合，というようにアンケートをとって，１，２００件，無作為

で抽出して行いました。この後期基本計画をつくったときの数値は，３９．１７％で，そ

れを今後は目標として，もっと上げてきますというようになっています。 



実感度として，もう一つ例を挙げますと，施策の中で，障害者福祉というものがござい

ます。障害のある人が，地域で生き生きと暮らせると感じている市民の割合，というのも

で，目標値を設定して，実感度を上げていくというような形で進めています。 

 

○会長 

その他ご意見ご質問をどうぞ。 

 

○委員 

まず体裁的なことですが，資料１の方を見ていただきたいのですが，こちらの方で，ま

ず疑問もあわせてお聞きします。前回説明があったかと思うのですが，この６年間という

期間は一般的に見ると若干長いような気がします。途中の資料を見ると，総合計画３カ年

実施計画とかですね。恐らく最上位の計画が，何年かちょっと，私もわからないですけど，

どういうような考えがあって作っているのか伺いたい。 

 

○事務局 

なぜ６年間ということですが，笠間市総合計画後期基本計画ですが，こちらの方が，２

４年度から２８年度ということになっております。行革の方と，終了年度について，２８

年度という部分で，あわせた方がいいのではないかと。総合計画が笠間市の最上位計画に

なりますので，それと行革の計画を一緒にあわせた方が，整合性が取れるということで，

２８年度までとなりました。 

 

○委員 

前期，後期と，そういうふうな分け方もしないで，６年間とおしで見るということで良

いですね。 

次の質問ですが，この個表を見て思ったのですが，進捗状況がずっと書いてありますよ

ね。それで資料１の方を見ると，その進捗状況の各概要的なことが書いてあるのですが，

全体を見て，計画に対する進捗の割合がどうなのかというのがわからない。 

例えば，進捗状況を７５項目あるわけですが，「遅れている」と「計画どおり」の分類

をまず出すべきだと思います。それで全体的に２５年度に関しては，どういう内容だった

かというようなコメントをすべきだと思います。 

それから，この個表の方を見て思ったのですが，計画どおり進んでいる，それから遅れ

ているという表現が二つしかない。数値をパーセンテージで割り返してみると，９９％行

っていても遅れていると書いてある。ですから，この表現の仕方が二つしかなければしよ

うがないのかも分かりませんけれど，例えば５分類くらいにして，「大変進んでいる」，

「ほぼ達成した」とかですね。「達成した」とか，あるいは「やや遅れている」とかね，

「大幅に遅れている」とかって，そういうようなもう少し細かい区分をした方が，真剣度



がより伝わるような気がする。ここは少し考えていただいた方が，いいような気がします。 

それから，経費の削減のデータが後の方にありますけど，これも今のところとあわせて，

前の方に持ってくると達成度合いみたいなのが，よく分かるような気がします。感想とし

てそう思ったので，まずこの資料１に関してそういうことを感じましたので，申し上げま

した。 

 

○事務局 

副会長からご指摘いただいたように，進捗状況の一覧表というのがないので，例えば，

計画どおり進んでいるのが何件だとか，遅れているのが何件だとかというような部分の表

示だと思いますけれども，確かにその部分が抜けておりますので，表現を直していきたい

と思います。 

 

○委員 

それから，個表のですね。表示のところですが。 

 

○事務局 

はい。ご指摘の部分ですが，「計画どおり」と「遅れている」，あとは「進んでいる」

という表現もあります。この三つで管理しているところです。全体の進捗としましては，

達成率は６７％，２５年度につきましては，計画どおりと進んでいる割合が，７５項目中

５０項目でして，６７％ということで，把握はしていますが，表現上はしていないので，

改めていこうと思います。先ほどご指摘の現状３とおりの表現ですが，ここをもう少し細

分化して表現できるように検討していきたいと思います。 

 

○会長 

そのほか，何かありますか。 

 

○委員 

全体の進行管理の考え方について，議論がなされていると思います。数字の見方的には，

これを見ると最終年次の目標値が明らかになっていて，それに対して，年次的に見ていっ

て進んでいるかどうかということですね。要するに，単年度ごとの目標値を決めているも

のがあるということですね。 

 

○事務局 

はい，ございます。目標は，決めているものもありますし，数字がどうしても出せない

ものは，入れてはございません。 

 



○委員 

最終年次に向けて，何％まできているということではなくて，例えば，２５年度なら２

５年度の目標としては，７０だったら７０で進んでいるとそういうようなやり方をしてい

ると。 

 

○事務局 

そうですね。単年度の目標が設定されていまして，それに対してどうだったかというこ

とで，「進んでいる」，「計画どおり」，「遅れている」で管理しています。 

 

○事務局 

一番前の表ですと，個表の資料Ｎｏ.２の９ページをご覧いただきたいと思います。計

画の時には，現状７クラブですね。目標は１４クラブになってございます。２３年度，２

４年度，２５年度の数値目標が右の方ですが，それぞれ１１クラブ，これは早い時点で達

成しましたが，こういうふうに毎年度の目標数値が出ているものもございます。 

 

○委員 

なるほど。ちょっと管理上，難しいなと思って見ていますけど，要するに最終年次に向

けて何割とやっていくならば分かるし，あるいは全て単年度毎の目標値が決まっていて何

割ってやるのも分かる。混ざったときに，どうやってデータが出せるのかという，重み付

けじゃないけど，そういう問題が発生してしまうので，それは悪いというより，それはそ

れで決めたことですから。 

あと，行革って大体でねっていうところがあるので，何点，何パーセントを満たさない

からダメだということではないのだろうと思う。行革の場合は。ただ他の委員が言ったよ

うに，最終年次まで長いので，そう見えてしまうと思う。 

ただ，行革と総合計画の違いというのがあって，県は３年ローリングだったけど，今回

５年に伸ばした。項目が限られてきちゃう。それで伸ばす場合があるけど，確かに結構長

い年次だなと。例えばみんながやるために，やっているので，実感できるように，中間目

標を立てるとかやらないと，励みにならないというような所があるかもしれないね。 

１０年後に何とかなってくださいねって言った時と３年後こうしましょう，５年後こう

していこうというと，実感が違うじゃないですか。そういう面の行革っていうのはあるの

だろうというように思いますね。 

中間の進行管理をなんでやるのかと，会長から話しがあったけど，現在の進捗で２５年

度実績が出ていて，それに向けて２６年度こういう工夫をして進めていって，その中で，

こういう課題を残しているというところを議論して，２７年度に。これから予算編成入る

でしょうから。予算編成とか事業見直しとか，その辺の意見をもらっていって見直しに入

るというような，何のためにやるかという中間，はっきり目的絞った方がいいかもしれな



いね。 

 

○会長 

ありがとうございました。その他に何かございますか。 

 

○委員 

資料Ｎｏ２の２１ページの職員研修の実施のところです。職員に対して研修を行った結

果，全体的に受講者数が減少したということは，皆さんの能力が向上して，実施しなくて

もよくなったという解釈でよろしいのでしょうか。 

 

○事務局 

はい。こちらに関しましては，計画の段階では，最終目標年間１，８００人，中段の方

に目標２８年度，年間１，８００人とあるのですが，笠間市の職員数は現状７２１人です

が年々削減しております。そのこともありまして，１人に係る研修が１年間２回以内とか

で回っていたものが，この１，８００人をクリアするためには年３回とか４回，そういう

ふうになってきました。 

目標の方は昨年よりも落ち込んでいるのですが，これは研修が逆に負担になってしまう

のではないかとの意見もありまして，今後目標の方は見直しも考えていかなければならな

いと感じているところです。 

 

○委員 

はい。研修というのは常に向上していくために大切なことと思っています。 

次に，この資料を見せていただきますと，納めなければならない市税について，未納の

方が大変多いようでそれを納めていただくのに大変ご苦労されていらっしゃるのかと思い

ます。いろいろな事情があると思いますが引き続き努力していただきたいと，そのような

思いをいたしました。 

それから，この資料とは別ですが，旭町地域に警察ＯＢの方でしょうか。民間交番がで

きまして，大変いいことだと思っております。地域の中でも防犯隊が結成され，子供たち

の登下校のときの様子を見て，とても大事なことだと思いました。 

今朝，テレビを見ておりましたら，愛知県のＡ市のことが例に上げられていたのですが，

全国的に他はしていないと言うことで，スマートフォンのアプリを立ち上げ，各地域の人

が，子供さんが登下校するときにアスファルトが凹んでいたりして，つまずいて危ないと

感じたところをカメラに撮り，アプリで連絡するそうです。市役所の方がそれを見て現場

に直行し，本当にそうだなというとすぐに直すと言う取り組みを行っているということを

テレビでやっておりました。これができたらすばらしいと，皆さんが住んでよかったと思

うまちになるのではないかと思いまして，お話させていただきました。 



何かと市役所の方のご苦労を垣間見ながら，これからも市民のために，頑張っていただ

きたいと思っております。 

 

○会長 

ただいまのご意見に何かありますが。パトロール等やられているとよく新聞等に出てい

ますけど，その辺の記載はありますかね。 

 

○事務局 

情報として担当課に伝えていきたいと思います。 

 

○委員 

笠間市でも（アプリではありませんが）連絡を入れればスピーディーに道路補修に対応

する環境は出来ています。現在，私もそういう報告をしています。 

 

○会長 

その他何かございますか。 

副会長からあったことで，皆さんに「進んでいる」と「計画どおり」，「遅れている」

という三つの判断基準があって，７５項目中６７％は達成しているっていう話ありました

が，そこを総括的に説明してもらってもよろしいですか。 

 

○事務局 

はい。「進んでいる」，「計画どおり」，「遅れている」ですが，「進んでいる」は１

２項目ございました。「計画どおり」が３８項目，「遅れている」という項目が２１項目

です。その他に，「どちらでもない」とした項目もあります。どちらでもないとした理由

ですが，４６ページ中，２５年度，現年度分の徴収については，「遅れている」，滞納分

については「進んでいる」，これをどう判断しようかというところで，どちらでもないと

いうことでやってきました。「どちらでもない」は４件です。 

５０／７５ということで，進んでいると計画通り５０と言うことで，６６．６７％とい

う形で把握してございます。 

 

○会長 

わかりました。 

 

○委員 

評価者は，誰が評価しているのか。原課で評価して，行革のほうで再評価して，確定す

るのでしょうか。 



 

○事務局 

こちらについては，目標の数字に対してどうかということで，担当課の方での判断とさ

せていただいております。 

 

○会長 

例えば，２８年度の目標は６００件として，今，計画より進んでいるというのは，今の

時点で６００件を超えているのを「進んでいる」といっているのですか。それとも，一直

線的な波で，ここよりは「進んでいる」と言っているのですか。 

 

○事務局 

あくまでも，その年度の目標に対して進んでいるかどうかで判断してございます。 

 

○事務局 

４６ページをもう一度ご覧いただきたいと思います。この徴収率の徴収体制の強化とい

う項目でございますけども，目標値の方ですね，平成２８年度目標がございます。現年度

は９８．１％，滞納分が２０．２％でございます。それで，平成２５年度の目標が下の欄

でございまして，現年度が９７．６％でございます。目標に対しまして徴収率は工程表の

ところにございます。９７．４％でございますね。０．２％足りないので遅れているとい

う評価をしてございます。滞納の方は，目標数字が１８．８％に対しまして真ん中の徴収

率，実際の方は，２１％でございましたので，ここは進んでいるということになりますの

で，目標をクリアしていれば，これは進んでいる。計画どおりであれば「計画どおり」，

遅れていれば「遅れている」と言うように判断したものです。 

 

○委員 

今の評価の仕方の考え方なのですけど，当然件数もあるわけです。１件あたりの滞納額

が多ければ，ドンと率はあがってしまいます。ですから件数というのもやっぱり必要です。

全体を評価するときに，４７ページの方に別表があって，徴収額と収入未済額の合計があ

る。これを例えば２３，２４，２５といわば滞納率みたいに出して，その年度の全体の推

移がわかると思う。「どちらでもない」というよりはこういうものを使って表現するとか

という方法もある。ですから，「どちらでもない」というのは，やはり実際に担当する人

から見れば，評価に関する内容が良くないというふうに思われますので，そこは別な方法

で行ったら，評価できますという言い方をした方がいいと思います。そこは考えていただ

ければと思います。 

 

○会長 



他にございますか。 

 

○委員 

ここは意見交換の場ですから，お互い良くしようということで，気楽にやっていただい

てと思います。 

 

○事務局 

４６ページが話題になりましたので，４７ページのように，別表の方で徴収額と，収入

未済額を表現してあらわすようにしたのは，この委員会でご指摘いただいたことがありま

したので，今年はこういう形で表現をさせていただいたものでございます。ここは徴収額

だけではわからないと思います。徴収額は毎年毎年もともとの調定額が違いますので，徴

収額だけでは判断できないのです。でも，収入未済額を出しますと明らかに１億１,００

０万円，１億３，６００万円という形で金額が下がっていますので，このままでいけば，

徴収率が上がっていくということでございます。 

 

○会長 

収入未済額が減っていることは良いことですよね。それとも不能欠損しているのですか。 

 

○事務局 

そういう取り組みも，今まで合併以降やってこなかったこともあるのですが，きちんと

財産の調査をして，徴収できないものはきちんと落としていく。そういうこともこれから

必要だということで判断したものです。 

 

○会長 

笠間市以外の自治体で事故にかかっていても，ずっと累積して未済額が積み上がってい

るという自治体もあります。その場合は債権管理条例などをつくって，議会にかけずに放

棄したりということをＢ市なんかも行っていたりするのですが，その取り組みはどのよう

な状況ですか。そのあたりの記載がないので，がんばられていると思うので書いてあると

いいですね。 

その他に何かありますでしょうか。市民感覚といいますか，わからないことがありまし

たら，どんどん言っていただいた方がいいと思います。 

では，私からいくつか質問させていただきます。４３ページの企業誘致の取り組みの効

果が非常にあるように見受けられますが，４件というのは，毎年コンスタントに４企業が

立地しているという状況ですか。 

 

○事務局 



資料に書いてあるように，２３年度から２５年度まで４企業ずつ，新規の誘致に成功し

ているという状況です。 

 

○会長 

工業団地とか，民間が普通に来ているのをカウントしているのか。それとも市が誘致し

ているのを入れているのか。 

 

○事務局 

これについては企業誘致推進室を設置しています。そこにスタッフが現在２名おります。

その中で団地への企業誘致を進めております。 

それから，市が直接かかわらないで，企業が入ってくるケースもこの件数には入ってい

ます。そういうことで，全体として笠間市に企業が入ってきた数字となっています。 

笠間東工業団地というところがあるのですが，そこについては，１区画以外は全部入っ

ておりまして，畜産試験場跡地についても，排水の整備をしております。そこは完成する

のが２年後ですが，パンフレットに載せたりして今から企業誘致を進めています。 

また東京の方の誘致本部の方に，お話をして県と一緒になって進めております。 

それから企業誘致となると，茨城中央工業団地笠間地区というところがございます。そ

こは約１００ヘクタールの工業団地ですが，現在１８ヘクタールの整備が進行しており，

その内の２．１ヘクタールをモデル地区として整備して，近々誘致が進むような形で交渉

をしているとこです。 

 

○会長 

ありがとうございました。新しい工業団地もうまくいくといいなと思います。 

 

○委員 

私もこの企業誘致にとても興味があったのですが，２３年度から２５年度にどのような

会社が入られたのか教えていただけますか。 

 

○事務局 

東工業団地というところにＣ社というカレールーの入れ物を製造している会社が入りま

した。それから太陽光発電も入りました。太陽光発電については，区画が遊んでいるより

は，そういうもので収益を上げた方がよいとの判断です。その他は野菜のカット工場，住

宅メーカーの関連が入りたいとの情報があります。あとはＤ社の子会社が旭町にというこ

とで業種については様々でございます。 

水を使う会社というのは，工業用水が必要ですので，そういう会社についてはなかなか

企業誘致というのが進まないのですが，製造業についても徐々に入ってきています。 



プラスチックを製造する会社がいま一番伸びていまして，笠間西工業団地にありますＥ

社などは，設備を増設したりしています。あとは石材団地ですが，何十年も入らなかった

ところにも，倉庫を造るというようなことで誘致しています。現在はいろいろな企業が入

ってきています。 

 

○会長 

そのほか質問ありますか。 

 

○委員 

書き方とかで気になるところが何カ所かあったので聞きたいと思う。 

例えば，２ページ目を見ていただくと，電子文書管理システムの導入の検討ということ

で工程表のところで，全部計画を替えている。この工程表を見ただけで，いつ替えたかわ

からない。 

ですから，それぞれの工程が３本ありますけど，これをいつ替えたか，変更内容等と年

度を書いた方がいいと思います。そういうところが，他にも何カ所かある。 

それから，大きく気になったところでといいますと，１２ページ。アウトソーシングの

外部委託の話が書いてあるが，外部委託が可能か検討を行い，２６年度に判断することと

した。２６年度に判断を先送りしたわけですよね。これが「計画どおり」になっている。

これの意味がわからない。 

それから，１５ページのところに工程表で追加として下の文章が書いてあるのですが，

上のところに追加のマークがない。また，１７ページにもあります。そういう漏れが何点

かありました。 

２３ページに人事評価制度の充実という項目があって，工程表のとこに括弧で低評価者

数とあるが，これはどういう意味を持ってここに書かれているのか，この文章をここだけ

読んだだけではさっぱりわからないですね。どうなさるのか教えてもらえればと思うので

すけど。 

次に３５ページに市民と行政の協働体制の構築という項目がありまして，そこの工程表

に二つ項目が追加してある。これは２５年度に追加したようですが，追加した結果，遅れ

ているのか。追加せざるを得なくなったから遅れているのか。遅れている内容がわからな

い。こういったところを少し丁寧に説明なされると良いと思うのですが，少し表現の仕方

を考えていただいた方が良いようなところが幾つかあるような気がします。 

あともう一つだけ。後ろの方に，徴収体制の話が出てきます。収入未済額がずっと出て

いるのですが，これは内部的には持っていると思うのですが，他の県内自治体との比較な

んかも本来はあった方がいい。いつも問題なる国民健康保険の徴収率。ここに出ている別

表５４，５５ページにあるのですが，徴収額と収入未済を足し込んで，収入未済額で割り

返すと，滞納率になるかどうかの問題もあるのでしょうけども，３６％ですよね。結構な



金額ですよ。だから，こういうことも自分のところの評価はそれなりに皆さんしているか

もわかりませんが，他の自治体と比べて自分のところの進み具合はどうかということも相

対的に見るような事を考えてもらえればいいと思います。 

あとは冒頭で申し上げましたけど，各年度の進捗に対して，数字目標に対して，その年

度の数値が，例えば１００％超えないと計画どおり行っていないような評価がしてあるの

で，そこは，もう少しアバウトなところもあっても良いのかなと，他の委員と同じ意見で

す。 

やはり，行革は結構つらいですよね。やっていくとね。つらくて，それで時間もかかる

ので，途中で階段を一つずつ踏みながら進むという作業も必要なので，皆で褒めあうみた

いなことも必要なので，そこはそういったことにした方が良いと思う。全体の感想を申し

上げます。 

 

○会長 

いくつか指摘いただきましが，何かありますか。 

 

○事務局 

変更かけた部分ですとか，追加をした分ですね，わかりやすい表現で，何かの形で表現

してきたいと思います。 

先ほどご指摘いただいたように，計画期間が長いので，どうしても，目標をクリアして

しまっているところがございます。そういうところは新しい目標を設定したケースもござ

います。そういうところはもう少しわかりやすいような表現に改善していきたいと思いま

す。 

 

○事務局 

２３ページの低評価者の解消を図るというご質問についてですが，これは人事評価の中

で，第１次評価者，第２次評価者とがございます。課長補佐の例を挙げますと，課長補佐

の場合には，課長が第１次評価者，第２次評価者が副市長ですね。その中で，評価ＡＢＣ

Ｄとあるのですが，Ｃが普通なのでＤになった被評価者が 1名いますということです。そ

のＤという評価を受けるような職員を解消しますというのが目標でして，今回は残念なが

ら１名いたということです。評価のやり方というよりも，そういう職員をつくらないとい

うような目標ですね。いい職員をつくっていくのが目標です。 

 

○会長 

低評価者が，いなくなれば良いのですね。２３年度に１名いたようですが，その人が改

善されて，２５年度は別な人が低評価者になったということですか。人事評価はどの自治

体もやられていると思いますが，例えば給与に反映したりして，何かそういうものはあま



りないのですか。プラス面の何かはないのですか。 

 

○事務局 

笠間市は人事評価結果を給与に反映しています。 

 

○会長 

 勤勉手当か何かに。 

 

○事務局 

基本給に反映します。 

 

○会長 

かなり先進的ですね。 

 

○事務局 

そういう目標がないと評価の意味がございませんので，あとは昇格とか，そういうもの

にも反映しています。 

 

○会長 

それは始めて聞きました。非常にすばらしいことですね。 

 

○委員 

行革をやっていたときに，１番心配したのは，県の場合，精神的に疲れてしまった人が

結果的に増えている。原因は別として，そこは大丈夫ですか。 

 

○事務局 

現在ですね，病院に行っている人がいますが，現在は復帰して仕事をしている人もいま

す。ただ，今の状況で休んでいる方が，やはり２名から３名，そういう状況です。 

 

○委員 

市町村の場合は，現場を持っているので，助け合うということもあるので，県よりは重

傷度が低いから割といいかもしれませんけど，やはりいろいろその職場では，元気に働け

る環境をつくってやらないと。危ないとこもあるので気をつけてください。 

 

○会長 

メンタルヘルスはどこの自治体も大事ですね。 



 

○事務局 

そういうことで，メンタルヘルス研修なども定期的に行っておりまして，相談も随時行

っています。 

 

○会長 

他に何かありますか。 

 

○委員 

長野県の取り組みですが，皆さんに万歩計を配布して，専門の方を呼んで運動を推奨し

て，医療費を削減したという取り組みを聞きまして，先ほど市長の話の中で，高齢者とい

うにより，これからは子供の方に厚みを持たせる事業展開をとおっしゃっていましたが，

気になる点が二つあります。 

今，子供と親が別に住むようになりまして，親が亡くなると空き家になってしまう家が，

笠間市にも多くなってきたようにも見受けられます。それから高齢化社会になってきまし

て，いろいろなことが地域に下りてきまして，いろいろなところで班のことは班で相談し

ながら，負担を少なくして役割を廻していかないとならないのかなと思うのですが，その

役割っていうものが，だんだん高齢化してきたり，一人身になったりしまして，少々負担

になっているようなことが感じられます。その辺は行政の方では，これからどのようにお

考えになっているのか気になるところがありますが，よろしければ，その辺のところをお

聞かせいただいたらうれしく思います。 

 

○事務局 

空き家については空き家条例というものがございまして，壊すことが困難であって，近

隣に迷惑をかけているというような場合には，３０万円の補助金を出して，撤去をしてい

るというような状況です。 

今現在，空き家，空きパート等の現況調査をやっていまして，そろそろその結果が出ま

す。笠間市としても空き家対策，それからひとり暮らし等の対策についても検討していま

す。 

市長と区長の懇談会があったのですが，区長さんの中でも今１番心配しているのは，や

はり空き家対策ですね。それからひとり暮らしの方の情報がわからない，急に老人ホーム

に入ってしまったとか，そこに住んでいると思っていたら実はすでに住んでいなかったと

か，そういう情報というものを行政から教えていただけないかという要望です。 

やはり区長は区長として，地域は地域としての問題も抱えており，行政は行政として個

人情報として，お教えられるものは民生委員を通して，伝えること，そういうなんらかの，

伝達網なども今検討しています。 



 

○会長 

空き家条例の話しがありましたが，笠間市は県内でも，全国的にも早い段階で条例をつ

くって対応をされている。全国的に見ると１００万円まで補助金を出しているところがあ

ります。場合によっては，命令して，撤去しなかったら，氏名を公表するとか，確かそこ

までは笠間市の条例にはなかったと思いますけども，その辺りで条例の運用状況はどのよ

うな状況でしょうか。例えば，補助金はかなり支出しているのでしょうか。 

 

○事務局 

３０件ぐらい問い合わせがあって，現在，補助金を使ったのが５件ぐらいと聞いていま

す。 

 

○委員 

空き家条例に関して言うと，管理してない空き家ですね。 

 

○事務局 

何年か放置して，市民が困っているようなもの。ただの空き家というのは，条例には適

用させません。 

 

○委員 

私が気になったのは介護保険です。私はもちろん納めています。もう少しでお世話にな

ると思いますが，実は私の母が大分長く闘病をしておりまして，介護をやっておりました。

その時に，本当に皆さんに良くしていただきました。ケアマネージャーさんが親身になっ

て相談に対応してくださった。至れり尽くせりでやってくださった。それには感謝してお

ります。 

ただし，やはり病人であって，特に寝たきりというか，それに近い状態の人ですと介護

用品が必要になりますね。簡単に１割負担で高いものでも手に入ります。そして，それを

果たしてどのぐらい使うかというと，病人というのは怖いですね。１カ月使うか使わない

でいらなくなった。お風呂に入る時こういうのがあった方がいいです。本当にこれ便利で

すよ，と言われて購入する。しかし使うのは数週間。 

ですから，丁寧な対応で良かったのですが，ご近所の方で介護していらっしゃる方に，

やはりお話を聞きましたら，そういうものがたくさんあって，その後の処分に困ったと。

さりとて，自分がすぐ使うかというと，それわからない。もしかしたら，何十年後になる

かもしれない，そういうことがありました。 

ですから，別にケアマネージャーさんとか，業者の方が悪いということではないのです

が，もう少し，介護用品，介護費の使い方を，もう少し細かく検討していただいた方がい



いと思います。何でも１割負担だから大丈夫よ，じゃなくて，こういうものだったらこう

とっていうような，そういうことが，できたらいいのではないかなと思っております。 

 

○事務局 

その旨のご意見がありましたことを，担当課の方に伝えて行きたいと思います。 

 

○会長  

介護保険の支出を抑制する意味では非常にいいご意見ですね。 

 

○委員 

システム的には，レンタルというか，借りるものがあって，ベッドでも何でも，もう一

回使うにしても，新品同様じゃないけど，そういうシステムにしなければならないでしょ

うね。そういう工夫をすればもっといい形になる。使った後のその後，うまく融通できる

ようなシステムで，しかも身に付けるものだから１回で終わりっていうみたいになってい

るものを。 

 

○会長 

恐らく担当課でもいろいろお悩みになっているのかも知れないので，ご意見を伝えてい

ただきたいと思います。何かありますか。 

 

○事務局 

台帳の７５ページをお開きいただけますでしょうか。そこの具体的な取り組みの結果と

いうことで２３年度から２４，２５とございます。例えば２５年度で，７種類の福祉用具

の点検について，福祉用具の貸与分の点検を実施したと，先ほどおっしゃっている部分な

のかなと思うのですが，こういったことを過誤調整といいまして，そういった点検を実施

して，費用の抑制を図っています。関連すると思いますので，ご説明させていただきまし

た。 

 

○委員 

今のことに関連して提案みたいなことを。思いつきですけども，例えば私の父が亡くな

った時に，やはり紙おむつが山のようにでてきました。そういうのと同じだと思います。

ですから，例えばシャワーいすとか，ガレージセールではないですけど，そういった，清

潔にしたうえで，対処できるような，取り組みはどうでしょうね。 

 

○会長 

何かほかにご質問，ご意見等ありますか。 



 

○委員 

まず，私どもの地域では，今まで４班あったのですが，現在３班に減ってしまいまして，

多分，２，３年後には３班が２班になってしまう。人口の減少が，目まぐるしく激しいと

ころです。駅前の信号から常陽銀行の信号までの間で，両側１件ずつしか家がなくなって

しまい，ほとんど更地の状態です。そういう部分では自分たちでも考えてはいるのですが，

空き家対策というよりも，更地対策ですよね。この部分で市の方でも，駅前広場というの

はあるかと思うのですが，市の玄関口，顔ですので真剣に考えていただきたい。再開発で

はないですが，考えていただけたらなと思います。 

 

○会長 

非常に課題ですね。 

 

○事務局 

ご意見として承って，関係課の方にも伝えていきたいと思います。 

 

○会長 

他にありますか。 

学校の統廃合は２８年から行うということですが，これはうまくいきそうですか。 

 

○事務局 

先ほど，資料の中で説明させていただきました。学校の統廃合につきましては，去年も

委員会を開催して，形も決まりましたので，２８年度の実施に向けて進んでいるところで

ございます。 

 

○会長 

地元の調整が難航しているとか，そういう状況はあまりないですか。 

 

○事務局 

時間をかけていきましたので，もめているところはないと思っています。 

 

○会長 

他にありますか。 

 

○委員 

友部駅前の話ですが，素晴らしく駅がきれいになって駐車場も停めやすくなりまして，



商工会の方でも検討していますが，駅での待ち時間があっても，お茶を飲むところがあま

り無いですね。そういう店舗がほしかったり・・・ 

 

○委員 

商工会の駅前開発関係というか，いろいろなイベントではないですが，いろいろな意見

を青年部なりが持ち帰って，実際に検討しているのですが，なかなか難しいですよ。結局

のところ，やはり民地ですよね。 

要するに，これをうまく活用するという部分で，なかなか総論と各論の問題になってき

ますので，どうしても，なかなか進めない。それでもう２０年以上たっているわけですよ。 

少しずつは良くなっていますから，必要があればいつも行政の方と話はしているので，

その辺は心配をしていないですが，余りにもひどくなってきたのが，大きいので本腰入れ

て，行政の方とも話してしていこうかなと思っています。 

 

○会長 

ありがとうございました。何かその他，ご質問はないでしょうか。 

 

○委員 

お薬の件で，医療費削減の関係です。ジェネリック医薬品を使えば，医療費削減ができ

るのではないかとずっと思っていたのですが，それはどうでしょうか。 

 

○事務局 

笠間市としての取り組みとして，国民健康保険を所管している保険年金課，そちらの方

で，茨城県もそうですが，国保連合会と一緒にジェネリック医薬品の利用が進めば，医療

費は下がるのではないかということで，そういった取り組みをしています。 

具体的には，医療費通知にジェネリックを使った場合は，これだけ安くなりますよとい

うようなことを明記して送っています。 

あとは，保険証に，ジェネリックを使いますというシールを貼っておくと薬局に行って

わざわざ宣言しなくても，ジェネリックを調薬してくれるという取り組みをしています。 

 

○委員 

すみません。先ほどご指摘したのですが，文書の書きぶりで４２ページの具体的な取り

組みの結果欄，２５年度とあるわけですが，一体的な管理ができないか調整を図ったわけ

ですよね。図ってどうしたか，どういう方向になったのか，もう少し明確に書いた方が，

いいのではないでしょうか。できるようにしたとか，あるいはいついつからやるような調

整をしているとかそういう明確な表示があった方が良いと思います。それから４６ページ，

徴収率の向上のところですが，先ほども話題に出ましたが，財産のないものについて法に



沿った処分を行うと書いてありますが，この中身は，例えば，何件くらい実施したのか，

特別が事項ですので，特出しした方がいいと思います。 

それから，同じように，５４ページに国民健康保険税の徴収率の向上についても，やは

り法に沿った処分という文言がありますので，同じようにした方がいいと思います。 

それから７１ページですが，これは財政計画の策定という項目ですね。それで，２４年

度と２５年度の取り組みの結果を見て，２４年度は，総合計画実施計画に合わせた財政計

画を策定した，と書いてあって，２５年度は，３カ年実施計画に合わせた財政計画を策定

したと書いてある。これ全く同じなのか違うのか全然わからないです。内容をもう少し具

体的に書いた方がいい。 

それから，７４ページですが，２５年度の具体的な取り組みの結果で予算編成において

繰出基準等により一般会計からの繰り出し根拠の明確化を図り，予算に反映した。これが

計画どおり，何がなんだかさっぱりわからない。これは，繰出基準というのはもちろん一

般会計から特別会計とか，何かに繰り出す際の根拠，法律とか，だから書いてある，そう

いうのを全部，例えば，今まで幾つだったのを幾つにしたとか，具体的なことを書かれた

方が良いと思います。 

それから６６ページ。これは農業集落排水事業特別会計のところですが，２５年度のこ

の取り組みの内容の文章の意味がわからない。読んでいただければと思うのですが，すっ

とわかる方はすごいと思います。ですから，もっとすっきり書いた方が良いです。繰入率

がどういうふうに変わってくるか，いかないのか。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

 

○事務局 

見直しをさせていただきたいと思います。 

 

○会長 

７５項目というのは毎年変わらないのですか。来年になったら７８になるとかそういう

のはあるのでしょうか。 

 

○事務局 

はい，新規の項目が増えたり，取りやめたり，完了したりなどの動きはあります。 

 

○会長 

新規項目が増えるというのは何に基づいて増やすのでしょうか。 

 



○事務局 

行革大綱です。これは実施計画ですので。 

 

○会長 

今日の議論とかではなくて，それは，執行部の中で決めるということですか。 

 

○事務局 

行政経営課の方で各課にこの大綱に沿った取り組みをお願いしています。 

 

○会長 

来年の会議のときには，増えている，もうわかっているのでしょうか。 

 

○事務局 

今は，把握していませんが，原課に対して押し込んでいくのが，我々の役割だと思いま

すので，原課に取り組みの強化を指示していきます。 

 

○会長 

皆さんのご意見いただきまして２５年度の実施計画の実績についてご議論いただきまし

た。これについては，いろいろな貴重なご意見，細かいご意見いただきまして，見直して

いただきたいと思います。 

その他に皆さんからも前向きな意見をいただきましたので，各課につないでいただいて

施策に反映できるものは反映し，行革の進行管理に反映していただくものは反映していた

だくということでお願いしたいと思います。 

２５年度の実績については，これから公表されるということですけども，修正箇所もあ

りましたが，よろしくお願いしたいということで，皆さんよろしいでしょうか。 

この委員会については，多数の意見をいただきまして，充実した意見交換ができたと思

います。ありがとうございました。それでは，事務局の方にマイクを戻します。 

 

○事務局 

ありがとうございました。事務局より何点か，アナウンスさせていただきます。本日の

会議結果を受けて，今後のスケジュールですが，会議内容資料等につきましては，修正す

るところは修正しながら，ホームページ等で公表して参ります。次に委員の皆様におかれ

ましては，来年の３月３１日まで任期がございますのでご協力のほどお願いしたいと思い

ます。本日はありがとうございました。 


